八幡ロータリー賞表彰規則


（趣旨）
第1条 この規則は、ロータリークラブの基本理念である友愛と奉仕の精神にのっとり、功績顕著な奉仕活動もしくは、市民の模範となる活動があった団体または個人の表彰について必要な事項を定めるものとする。

（該当）
第2条 会長はクラブ理事会に諮って、次の各号一つに該当する団体または個人のうちから適当と認める活動に対して表彰する。
1 社会奉仕活動、青少年奉仕活動、国際奉仕活動、職業奉仕活動のいずれかで、原則３年以上の活動を継続して行っている団体または個人。
2 地域や市民の模範となり、その功績が顕著な、原則３年以上の活動を継続して行っている団体または個人。なお、一般的の多くの団体または個人が関わっているような活動は除く。
3 その他、会長が必要と認める団体または個人。












（表彰の方法）
第３条　前条の規定に該当する表彰を受ける団体また　は個人には、表彰状に添えて記念品料を贈呈する。

（表彰の期日）
第４条　表彰は毎年３月の創立記念日の例会に行う。ただし、特別の事情があるときはその期日を変更して随時に行うことができる。

（委任）
第５条　この規程の施行について必要な事項は別に定めることができる。

付則　　制定　昭和６０年１１月５日の定例理事・役員
　　　会
　　　　施行　昭和６０年１２月１日
　　　　改正　平成２３年１１月８日の定例理事・役員
会にて、次を改正。
1 第２条の活動期間の明確化と活動内容の条文見直しで改正。
2 表彰審査委員会をクラブ理事会に変更のため、旧第５条（表彰審査委員会）を削除し、第２条の該当条文を改正。
八幡ロータリー賞表彰規則（改定案）


（趣旨）
第１条　この規則は、ロータリークラブの基本理念である友愛と奉仕の精神にのっとり、功績顕著な奉仕活動もしくは、市民の模範となる活動があった団体または個人の表彰について必要な事項を定めるものとする。

（該当）
第２条　会長はクラブ理事会に諮って、次の各号一つに該当する団体または個人のうちから適当と認める活動に対して表彰する。
1 社会奉仕活動、青少年奉仕活動、国際奉仕活動、職業奉仕活動、芸術・文化活動のいずれかで、継続して活動を行っている団体または個人。
2 地域や市民の模範となり、その功績が顕著な活動を継続して行っている団体または個人。なお、一般的の多くの団体または個人が関わっているような活動は除く。
3 その他、会長が必要と認める団体または個人。
4 表彰対象は八幡東区及び八幡西区を優先するが、北九州市内在住または市内が活動の本拠であれば対象とする。

（推薦の方法）
第3条 候補者の推薦にあたっては、八幡ロータリークラブ・八幡ローターアクトクラブの共同事業とするため、両会員全員に十分に広報を行い、担当委員長が取りまとめて、八幡ロータリー賞候補者推薦書に記入の上、１２月２０日までに会長へ提出することとする。

（表彰の方法）
第４条　前条の規定に該当する表彰を受ける団体また　は個人には、表彰状に添えて記念品料を贈呈する。

（表彰の期日）
第５条　表彰は毎年３月の創立記念日の例会に行う。ただし、特別の事情があるときはその期日を変更して随時に行うことができる。

（委任）
第６条　この規程の施行について必要な事項は別に定めることができる。

付則　　制定　昭和６０年１１月５日の定例理事・役員
　　　　　　　会
　　　　施行　昭和６０年１２月１日
　　　　改正　平成２３年１１月８日の定例理事・役員会にて、次を改正。
1 第２条の活動期間の明確化と活動内容の条文見直しで改正。
2 表彰審査委員会をクラブ理事会に変更のため、旧第５条（表彰審査委員会）を削除し、第２条の該当条文を改正。
